
証券コード 6407
平成24年６月１日

株 主 各 位
愛 知 県 小 牧 市 応 時 二 丁 目 250 番 地

(商号：シーケーディ株式会社）

代表取締役社長 梶 本 一 典

第92期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第92期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従っ

て、平成24年６月21日（木曜日）午後５時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげ

ます。

敬 具
記

１．日 時 平成24年６月22日（金曜日）午前10時

２．場 所 愛知県小牧市応時二丁目250番地

当本社 大会議室

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第92期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）事業報告、連

結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告

の件

２．第92期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）計算書類報告

の件

決 議 事 項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役７名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件
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４．議決権行使についてのご案内

　(1) 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年６月21日（木曜日）午後５時

までに到着するようご返送ください。

　(2) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、別添（３頁）の【インターネットに

より議決権を行使される場合のお手続について】をご高覧のうえ、平成24年６月21日（木

曜日）午後５時までにご行使ください。

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。
　当日は当社では軽装（クールビズ）にてご対応させていただきますのでご了承賜りますようお
願い申しあげます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.ckd.co.jp/）に掲載させていた
だきます。
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【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただき

ますようお願い申しあげます。

記

１．インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いた

だくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただ

くことが可能です。

２．インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権

行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録く

ださい。

３．インターネットによる議決権行使は、平成24年６月21日（木曜日）午後５時まで受付いたし

ますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。

４．書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるも

のを議決権行使として取り扱わせていただきます。

５．インターネットによって複数回数、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使され

た場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

６．議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料

金（電話料金等）は株主様のご負担となります。
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【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

　 議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

　 ①インターネットにアクセスできること。

②パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェ

アとして、MicrosoftⓇInternet Explorer 6.0以上を使用できること。ハードウェアの環

境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができるこ

と。

③携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通

信）が可能な機種であること。

（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しており

ますので、一部の機種ではご利用できません。スマートフォンを含む携帯電話のフルブラ

ウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合があ

りますので、ご了承ください。）

（MicrosoftⓇは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標で

す。）

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせく

ださいますようお願い申しあげます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行部

【専用ダイヤル】 ０１２０－１８６－４１７（午前９時～午後９時）

＜その他のご照会＞ 0120-176-417（平日午前９時～午後５時）
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(提供書面)

事 業 報 告

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

１．企業集団の状況に関する事項

　(1) 事業の経過及び成果

　 全般的概況

当期におけるわが国経済は、昨年３月に発生した東日本大震災とそれに伴う電力供給不

安やサプライチェーンの寸断などの影響から回復へ向けたスタートの年となりました。政

府をはじめ、民間企業の努力により予想以上に早く経済回復に向かい、国内では環境対応

車の増産に伴う設備投資拡大、好調なアジア向け輸出により工作機械や一般機械向け需要

は増加いたしました。

海外では、年前半はアジアの経済成長が牽引し拡大いたしましたが、年後半は欧州の金

融不安、中国の金融引締め、タイの水害などの影響から減少に転じました。

　当社グループの関連市場におきましては、液晶及び半導体に関連する設備投資減少の影

響を受けましたが、好調な自動車業界及び製薬業界向け、工作機械や電気機械向けが増加

した結果、当期における連結業績は、売上高72,804百万円（前期比1.1%増）となりまし

た。一方、原油や原材料費の上昇に加え、過去に例を見ない急激な円高の影響を受け、営

業利益6,067百万円（前期比19.1%減）、経常利益6,213百万円（前期比17.5%減）、当期純利

益3,741百万円（前期比18.3%減）となりました。

　 部門別概況

自動機械部門につきましては、産業機械分野で見込んだ設備物件の一部に遅延はあった

ものの、国内の薬品包装機械の売上が堅調に推移いたしました。また、はんだ印刷検査装

置は海外向けが好調に推移いたしました。結果、売上高14,762百万円（前期比13.0％増）、

営業利益2,053百万円（前期比1.8％増）となりました。

　機器部門につきましては、自動車、工作機械関連は堅調に推移いたしましたが、液晶製

造装置及び半導体製造装置向けは減少いたしました。結果、売上高58,041百万円（前期比

1.6％減）、営業利益6,229百万円（前期比19.7％減）となりました。
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　 部門別売上高

部 門 金 額 前 期 比 構 成 比

百万円 ％ ％

自 動 機 械 部 門 14,762 113.0 20.3

機 器 部 門 58,041 98.4 79.7

合 計 72,804 101.1 100.0

　(2) 設備投資の状況

　当期の設備投資は、生産管理システム、マシニングセンタ、機械装置の更新等の結果、自

動機械部門で705百万円、機器部門で2,111百万円、総額は2,963百万円となりました。

　(3) 資金調達の状況

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と貸出コミットメント契約を

締結しております。この契約に基づく当期末日における貸出コミットメントの総額は4,300

百万円であり、借入実行残高はありません。

　(4) 対処すべき課題

当社グループは、平成２５年３月期を最終年度とする中期経営計画「Ｎｅｗ ＣＫＤ ２０

１２」を展開し、中長期的な経営戦略の下で、対処すべき課題として「成長市場における拡

大」と「海外市場における拡大」を狙い、自動機械部門・機器部門ともに商品力の向上と海

外への展開に取り組んでまいります。

　あわせて、国内外の人材交流によるグローバル人材の相互育成や、社員の働く意欲に応え

未来を担う社員のモチベーションアップのため生涯現役制度を導入し、社内の活性化を図っ

ております。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申しあ

げます。
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　(5) 財産及び損益の状況

　 ① 当社グループの財産及び損益の状況

区 分
平成20年度
第 89 期

平成21年度
第 90 期

平成22年度
第 91 期

平成23年度
第 92 期

売 上 高 (百万円) 68,175 50,035 72,020 72,804

経 常 利 益 (百万円) 872 711 7,528 6,213

当 期 純 損 益 (百万円) △2,849 1,494 4,577 3,741

１株当たり当期純損益 　(円) △45.28 24.04 73.40 58.96

総 資 産 (百万円) 62,802 62,869 72,171 70,079

純 資 産 (百万円) 39,594 41,480 45,335 48,322

１ 株 当 た り 純 資 産 　(円) 636.90 667.24 714.46 761.54

(注) 1．１株当たり当期純損益は期中平均発行済株式の総数により、また、１株当たり純資産は期末発行済株式の
総数により算出しております。なお、発行済株式の総数については自己株式を除いております。

2．１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純損益の算定に用いられ
た普通株式の期中平均株式数は、ＣＫＤ持株会信託口が所有する当社株式の数を含めて算定しております。

　 ② 当社の財産及び損益の状況

区 分
平成20年度
第 89 期

平成21年度
第 90 期

平成22年度
第 91 期

平成23年度
第 92 期

売 上 高 (百万円) 62,853 48,258 68,257 68,184

経 常 利 益 (百万円) 1,687 906 6,939 5,454

当 期 純 損 益 (百万円) △1,986 1,842 4,113 3,160

１株当たり当期純損益 　(円) △31.56 29.63 65.95 49.81

総 資 産 (百万円) 61,786 63,003 71,478 69,151

純 資 産 (百万円) 40,814 42,990 46,674 49,195

１ 株 当 た り 純 資 産 　(円) 656.52 691.53 735.56 775.30

(注) 1．１株当たり当期純損益は期中平均発行済株式の総数により、また、１株当たり純資産は期末発行済株式の
総数により算出しております。なお、発行済株式の総数については自己株式を除いております。

2．１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純損益の算定に用いられ
た普通株式の期中平均株式数は、ＣＫＤ持株会信託口が所有する当社株式の数を含めて算定しております。
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　(6) 主要な事業内容

部 門 機 種 主 な 製 品

自 動 機 械 部 門 自 動 機 械 装 置

自動包装システム、画像処理検査システム、
リチウムイオン電池製造システム、
三次元はんだ印刷検査機、照明製造システム、
コンデンサ製造システム

機 器 部 門

省 力 機 器
インデックスユニット、
ダイレクトドライブモータ、
ピックアンドプレースユニット

空気圧制御機器 空気圧方向制御弁、手動切換弁

駆 動 機 器
空気圧シリンダ、バルブ付シリンダ、
特殊シリンダ、電動アクチュエータ、
複合機能付シリンダ、揺動回転駆動機器

空気圧関連機器

Ｆ．Ｒ．Ｌユニット、フィルタ、レギュレータ、
ルブリケータ、継手、スピードコントローラ、
冷凍式ドライヤ、乾燥式ドライヤ、
膜式ドライヤ、メインラインフィルタ、
流量センサ、圧力センサ

流 体 制 御 機 器

水用空気用蒸気用バルブ、
半導体製造プロセスガス用バルブ、
薬液用バルブ、真空用バルブ、
ガス燃焼システム機器、防爆バルブ

　(7) 主要な営業所及び工場

当 社

本社・工場 愛知県小牧市

支 店
東京支店 ：東京都港区
名古屋支店 ：愛知県小牧市
大阪支店 ：大阪市西区

工 場
春日井事業所：愛知県春日井市
犬山事業所 ：愛知県丹羽郡扶桑町
四日市事業所：三重県四日市市

喜 開 理 （中 国） 有 限 公 司 生産拠点 中国無錫市

喜開理（上海）機器有限公司 販売拠点 中国上海市

CKD THAI CORPORATION LTD. 生産・販売拠点 タイ国チョンブリ県
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　(8) 使用人の状況

　 ① 当社グループの使用人の状況

事 業 セ グ メ ン ト 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

自 動 機 械 部 門 458名 1名減

機 器 部 門 2,668名 22名増

全 社 ( 共 通 ) 139名 16名増

合 計 3,265名 37名増

　 ② 当社の使用人の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

2,000名 13名増 41.1歳 18.0年

(注) 従業員数には嘱託、パートタイマーの計258名は含まれておりません。

　(9) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

喜開理（中国）有限公司 2,175 100.0 機器製造販売

　(10) 当社の主要な借入先及び借入額

借 入 先 借 入 額

百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,888
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２．株式に関する事項

　(1) 株式の状況

　 ① 発行可能株式総数 233,000,000株

　 ② 発行済株式の総数 63,453,766株（自己株式5,975,583株を除く）

　 ③ 当事業年度末の株主数 10,793名

　(2) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND
(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFO

5,525 8.71

日本トラスティ・サービス信託銀行
株 式 会 社 ( 信 託 口 )

4,662 7.35

Ｃ Ｋ Ｄ 持 株 会 2,666 4.20

日本トラスティ・サービス信託銀行
株 式 会 社 ( 信 託 口 ９ )

2,551 4.02

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 ( 信 託 口 )

2,070 3.26

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 1,914 3.02

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 1,610 2.54

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,581 2.49

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 1,400 2.21

Ｃ Ｋ Ｄ 協 力 企 業 投 資 会 1,280 2.02

(注) 上記持株比率は自己株式を除いて計算しております。
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３．会社役員に関する事項

　(1) 取締役及び監査役の状況

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 梶 本 一 典

代 表 取 締 役 塚 原 正 彦 常務執行役員 管理担当

取 締 役 徳 田 重 友
執行役員 海外子会社管理担当
兼財務部長 兼内部監査室長
兼安全保障輸出管理室長

取 締 役 高 橋 卓 也 執行役員 営業本部長

取 締 役 野 澤 好 令
執行役員 品質・環境・安全担当
兼生産本部長

取 締 役 佐 伯 弘 文

取 締 役 髙 畑 千 秋
丸紅株式会社 理事
丸紅建材リース株式会社 理事

常 勤 監 査 役 坪 井 和 巳

監 査 役 奥 村 敉 軌 弁護士

監 査 役 芝 吹 勝 行

監 査 役 林 公 一 株式会社アタックス 代表取締役

(注) １. 取締役佐伯弘文、髙畑千秋の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２. 監査役奥村敉軌、芝吹勝行、林公一の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３. 社外取締役佐伯弘文、髙畑千秋、社外監査役奥村敉軌、芝吹勝行、林公一の各氏は、金融商品取引所の

定めに基づき届け出た独立役員であります。

４. 取締役野澤好令氏は、平成23年６月24日開催の第91期定時株主総会において選任され就任しました。

５. 平成23年６月24日開催の第91期定時株主総会終結の時をもって、代表取締役金田堅氏は任期満了により

退任しました。

６. 監査役奥村敉軌氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。

７. 監査役芝吹勝行氏は、金融機関における長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しております。

８. 監査役林公一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

ります。
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　(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 払 人 員 支 払 総 額

取 締 役 ８名 199百万円

監 査 役 ４名 31百万円

(注) １. 上記支払額のうち、社外取締役２名及び社外監査役３名の報酬の総額は21百万円であります。

２. 株主総会の決議（平成19年６月28日改定）による取締役の報酬等の限度額は年額600百万円であります。

３. 株主総会の決議（平成19年６月28日改定）による監査役の報酬等の限度額は年額80百万円であります。

４. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　(3) 社外役員の状況

　 ① 重要な兼職先である法人等と当社の関係

　取締役髙畑千秋氏は、丸紅株式会社の理事及び丸紅建材リース株式会社の理事を兼職し

ております。

　監査役林公一氏は、株式会社アタックスの代表取締役を兼職しております。

　なお、当社と各社との間には重要な取引その他の関係はありません。

　 ② 社外役員の主な活動状況

地 位 氏 名 主 な 活 動 状 況

社 外 取 締 役 佐 伯 弘 文
当事業年度開催の取締役会12回のうち12回に出席し、必
要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から助言を行っ
ております。

社 外 取 締 役 髙 畑 千 秋
当事業年度開催の取締役会12回のうち12回に出席し、必
要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から助言を行っ
ております。

社 外 監 査 役 奥 村 敉 軌
当事業年度開催の取締役会12回のうち12回に、また、監
査役会12回のうち12回に出席し、必要に応じ、主に弁護
士としての専門的見地から助言を行っております。

社 外 監 査 役 芝 吹 勝 行
当事業年度開催の取締役会12回のうち12回に、また、監
査役会12回のうち12回に出席し、必要に応じ、主に経験
豊富な経営者の観点から助言を行っております。

社 外 監 査 役 林 公 一
当事業年度開催の取締役会12回のうち12回に、また、監
査役会12回のうち12回に出席し、必要に応じ、主に公認
会計士としての専門的見地から助言を行っております。
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　 ③ 社外役員と締結している責任限定契約の内容の概要

　当社定款第28条第２項及び第36条第２項並びに会社法第427条第１項の規定により、社

外取締役 佐伯弘文、髙畑千秋、社外監査役 奥村敉軌、芝吹勝行、林公一の各氏は、当社

と損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令の

定める最低責任限度額となります。

　ただし、その責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について

善意でかつ重大な過失がないときに限ります。
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４．会計監査人に関する事項

　(1) 会計監査人の名称

　 　有限責任監査法人トーマツ

　(2) 当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額

支 払 額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 31百万円

② 当社及び当社子会社等が支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額

34百万円

(注) １.当社と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品
取引法上の監査に対する報酬等の額等を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、
上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　 ２.②の合計額は、「国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）助言・指導業務」に対する対価が含まれております。

　(3) 非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業

務）である「国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）助言・指導業務」を委託しております。

　(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、下記に掲げる監査役会の請求に基づいて、会計

監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、取締役会に会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを請求し

ます。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この

場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計

監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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５．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る文書・情報につきましては、社内規程の充実を図り、法令を順

守し、取締役の職務の執行が適正に行われるよう、適切に保存及び管理しております。

　(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理につきましては、業務分掌規程の中で、社会規範、法規、公的要求事項の順守

を業務活動の基本とする旨定め、全社員の法令順守の意識を高めるとともに、本社のリスク

管理部門（総務部、情報システム部、マネージメントシステム部）を中心として各事業本部

のリスク管理部門が連携してその徹底を図っております。また、益々複雑化するリスクに対

して的確かつ迅速に対応するため、リスクを社内横断的に管理する組織として取締役会の下

に設置したリスク管理委員会が全社リスク管理の整備に関する事項について審議決定を行っ

ております。

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社では取締役会を原則毎月１回以上開催し、また、役付役員を中心に構成する常務会を

必要に応じ随時開催することにより迅速な経営の意思決定を図っております。各事業本部の

経営課題については、役員、部門長が出席する経営会議を開催し、事業環境の分析、業績計

画の進捗状況の報告などを通じて情報を共有し、経営判断に反映させることとしておりま

す。

　なお、執行役員制度を導入しており、従来の取締役会が有していた経営の意思決定及び監

督機能と業務執行機能とを分離し、取締役員数を削減することにより、的確かつ迅速な意思

決定を行い、業務執行については執行役員への権限委譲と責任の明確化により機動的な業務

執行を行っております。

(4) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任（及び企業倫

理）を果たすため「社会的責任の自覚」を経営理念の一つとして定め、行動規準を整備し、

社内に周知徹底を図っております。

　法令順守の事例として、安全保障輸出管理規程、違法行為通報規程を制定しております。
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(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　子会社についても経営理念の周知徹底を図り、業務の適正を確保しております。

　国内、海外の子会社の管理体制を整備し、子会社管理規程を定め子会社の状況に応じて必

要な管理を行っております。

(6) 監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　現在は、補助をすべき専従の使用人はおりませんが、必要に応じて専従の使用人を置くこ

ととし、その場合の人事は、取締役と監査役が事前に協議することとしております。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

　取締役及び使用人は、法令及び監査役会の定めるところに従い、監査役の要請に応じて必

要な報告及び情報提供を行っております。

　報告・情報提供としての主なものは次のとおりです。

　・経営状況及び事業の遂行状況

　・当社グループの内部統制システム構築に関する部門の活動状況

　・当社グループの子会社等の監査役及び内部監査部門の活動状況

　・当社グループの重要な会計方針、会計基準及びその変更

　・業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社グループの監査体制の実効性を高めるため、経営直轄の独立した内部監査室を設置す

るなど、当社グループの内部監査体制と内部統制システムの体制との調整を図っておりま

す。
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６．株式会社の支配に関する基本方針

　(1) 基本方針の内容

　当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模買付行為

（下記(3)において定義されます。）に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当

社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。しかし、

当社の経営にあたっては、自動化技術と流体制御技術等長年にわたるノウハウと豊富な経

験、並びに国内外の顧客、取引先、従業員等のステークホルダーとの間に築かれた信頼関係

が不可欠であり、これらに関する十分な情報なくしては、株主の皆様が将来実現することが

できる企業価値ひいては株主価値を適切に判断することはできないものと考えております。

　(2) 財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他基本方針の実現に資する取組み

　当社は、創業以来、一貫して自動化技術・流体制御技術の研究開発に取り組み、高品質・

高効率の自動化を実現するとともに、省資源・省エネルギーを考慮した自動機械装置及び自

動化機器を開発し、あらゆる産業界の自動化・ローコスト化に貢献してまいりました。その

結果、自動機械商品においては、高い安全性と環境性能をもつ薬品用自動包装システムは国

内で80％のシェアを占めており、リチウムイオン電池用捲回機や電子基板のはんだ印刷検査

機についても高いシェアを誇っております。また、機器商品においても、半導体製造に欠か

せない薬液制御機器や、あらゆる産業に応用可能な流体制御機器についても国内でトップの

地位を堅持しております。当社は、国内はもとより海外各地において幅広い販売ネットワー

クを構築しているほか、お客様との密接な関係を構築し、世界に通用する品質保証体制の構

築と環境対応商品の開発を行い顧客満足度の向上に邁進しております。

　また、企業の社会的責任を全うするため、環境保全活動の一層の推進、ＣＳＲ基金による

社会貢献、社員の自主活動の支援などによりステークホルダーとのコミュニケーションを深

めるとともに、行動規準をはじめとする各種社内規程の整備や業務手順の文書化を進めるな

ど内部統制システムを充実させております。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み

　当社は、平成19年６月28日開催の第87期定時株主総会の承認に基づき、特定株主グループ

の議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定

株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式の買付行為（以下、かかる買付行為を

「大規模買付行為」といいます。）を行う者（以下「大規模買付者」といいます。）に対する
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対応方針（以下「本方針」といいます。）を導入し、平成22年６月24日開催の第90期定時株

主総会の承認に基づき、本方針を更新いたしました。

　本方針の有効期限は、平成22年６月24日から３年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会終結の時までであり、その概要は以下のとおりであります。

　 〔本方針の概要〕

　 Ⅰ．大規模買付ルールの内容

　当社が設定した大規模買付ルールとは、大規模買付者が①事前に当社取締役会に対し

て必要かつ十分な情報を提供しなければならず、②その後当社取締役会による一定の評

価期間が経過した後にはじめて大規模買付行為を開始することができる、というもので

す。

　具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判

断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情

報」といいます。）を提供していただきます。本必要情報の具体的内容は大規模買付者

の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目は以下の事項を

含みます。

① 大規模買付者及びそのグループの概要（大規模買付者の事業内容、当社の事業と同

種の事業についての経験等を含みます。）

② 大規模買付行為の目的及び内容

③ 当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け

④ 当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政

策、配当政策、資産活用策等（以下「買付後経営方針等」といいます。）

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、

大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規

模買付行為の概要を明示し、大規模買付ルールに従う旨を表明した意向表明書をご提出

いただくこととし、当社は、かかる意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者か

ら当初提供いただくべき本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。なお、

当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは当社株主の皆様の判断又は

当社取締役会としての意見形成のためには不十分と認められる場合には、当社取締役会

は、外部者からなる独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付者に対して

本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。大規模買付行為の提

案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断の
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ために必要かつ適切と認められる範囲において、適切と判断する時点で、その全部又は

一部を開示します。また、大規模買付者が本必要情報の提供を完了した場合は、速やか

にその旨を開示します。

　次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当

社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみと

する公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間（その他の大規模買付行

為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間

（以下「取締役会評価期間」といいます。）として与えられるべきものと考えます。従っ

て、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取

締役会評価期間中、当社取締役会は外部の有識者等の助言を受けながら、提供された本

必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表

します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善に

ついて交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあり

ます。

　なお、当社取締役会が当初の取締役会評価期間の満了時までに当社取締役会としての

意見の公表に至らない場合は、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したう

えで、評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のために合理的に必要とされる範囲内

（ただし、原則として30日間を上限とします。）で、取締役会決議をもって取締役会評価

期間を延長することができます。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場

合、当該決議された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を適用ある法令

等及び金融商品取引所規則に従って直ちに株主の皆様に対して開示します。

　

　 Ⅱ．大規模買付行為がなされた場合の対応方針

　 (ⅰ) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は、仮に当

該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表

明したり、代替案を提示したりすることにより、当社株主の皆様を説得するに留

め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者

の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社が

提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくこ

とになります。もっとも、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、当

該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうと認められる
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場合には、当社取締役会は例外的に、企業価値ひいては株主価値を守るために適切

と考える対抗措置を発動することがあります。

　また、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうか

否か及び対抗措置を発動すべきか否かの検討及び判断については、その客観性及び

合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者の提供する買付後経営方針

等を含む本必要情報に基づいて、外部の有識者等の助言を得ながら独立委員会の勧

告を最大限尊重したうえで、当該大規模買付者及び大規模買付行為の具体的内容

（目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等）や当該大規模買付行為が当社の企

業価値ひいては株主価値に与える影響を検討し、取締役会決議をもって決定するこ

とといたします。

　 (ⅱ) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

　大規模買付者により大規模買付ルールが順守されなかった場合には、具体的な買

付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主価値を

守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が

認める対抗措置を発動し、大規模買付行為に対抗する場合があります。この大規模

買付者により大規模買付ルールが順守されたか否か及び対抗措置を発動すべきか否

かの検討及び判断については、当社取締役会は、外部の有識者等の助言を得ながら

独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、取締役会決議をもって決定することと

いたします。

　(4) 本方針の妥当性に関する取締役会の判断

　大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は上記(3)のとおり

原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。従いまして、大規模買付者

の提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、大規模買付者から提供され当社取締役

会により開示された本必要情報、当該大規模買付行為の提案及び当社取締役会が提示する当

該大規模買付行為の提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことにな

るため、当社取締役会は本方針が上記(1)の基本方針に沿うものであると考えます。

　また、本方針は、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要

な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を当社株主の皆様に対して提供

し、さらには、当社株主の皆様が当社取締役会立案による代替案の提示を受ける機会を保証

することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規

模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の
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企業価値ひいては株主価値の保護につながるものと考えます。従いまして、本方針は、当社

株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行うにあたっての前提として、当社株主及び投資

家の皆様の利益に資するものであり、決して当社役員の地位の維持を目的とするものではあ

りません。

７．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様への利益還元につきましては、経営基盤の充実と今後の事業拡大のため

の内部留保の充実を前提に、安定的な配当の継続を基本方針としております。

　この方針のもと、当期の配当につきましては、平成24年５月10日開催の取締役会決議により

期末配当金を１株当たり６円とし平成24年６月４日を支払開始日とさせていただきました。こ

れにより、平成23年12月に実施いたしました中間配当金の１株当たり６円を合わせた当期の年

間配当金は、前期に比べ２円減配の１株当たり12円となります。

　また、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用として

投入していくこととしております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　以上、事業報告に記載の金額については、１株当たり情報を除き、百万円未満を切り捨てて表

示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成24年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

営 業 未 収 入 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

46,863

6,059

18,466

3,538

3,816

1,815

11,217

1,350

702

△103

23,216

17,977

7,668

4,767

798

4,451

63

227

818

4,420

3,707

87

733

△106

（負 債 の 部）

流 動 負 債 18,855

支払手形及び買掛金 9,335

短 期 借 入 金 2,023

１年内返済予定の長期借入金 700

リ ー ス 債 務 24

未 払 費 用 2,162

未 払 法 人 税 等 859

賞 与 引 当 金 55

製 品 保 証 引 当 金 368

受 注 損 失 引 当 金 147

そ の 他 3,179

固 定 負 債 2,901

長 期 借 入 金 1,317

リ ー ス 債 務 40

繰 延 税 金 負 債 341

退 職 給 付 引 当 金 99

資 産 除 去 債 務 131

そ の 他 970

負 債 合 計 21,757

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 48,560

資 本 金 11,016

資 本 剰 余 金 12,735

利 益 剰 余 金 29,520

自 己 株 式 △4,710

その他の包括利益累計額 △238

その他有価証券評価差額金 498

為 替 換 算 調 整 勘 定 △736

純 資 産 合 計 48,322

資 産 合 計 70,079 負 債 ・ 純 資 産 合 計 70,079

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 72,804

売 上 原 価 53,148

売 上 総 利 益 19,655

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,588

営 業 利 益 6,067

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 111

受 取 補 償 金 95

受 取 事 務 手 数 料 68

そ の 他 178 452

営 業 外 費 用

支 払 利 息 75

売 上 割 引 97

為 替 差 損 72

そ の 他 62 307

経 常 利 益 6,213

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 45

補 助 金 収 入 10 55

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 13

固 定 資 産 除 却 損 41

そ の 他 2 57

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,211

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,346

法 人 税 等 調 整 額 123 2,470

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 3,741

当 期 純 利 益 3,741

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰 余 金 利益剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 11,016 12,735 26,672 △5,040 45,383

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △888 △888

当 期 純 利 益 3,741 3,741

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 329 329

従業員奨励福利基金等 △5 △5

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 2,847 329 3,177

当 期 末 残 高 11,016 12,735 29,520 △4,710 48,560

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計

その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 579 △627 △48 45,335

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △888

当 期 純 利 益 3,741

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 329

従業員奨励福利基金等 △5

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△80 △109 △189 △189

当 期 変 動 額 合 計 △80 △109 △189 2,987

当 期 末 残 高 498 △736 △238 48,322

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

　１．連結の範囲に関する事項

　 (1) 子会社のうち次に示す10社が連結の範囲に含まれております。

（国内子会社２社） シコク精工株式会社

シーケーディグローバルサービス株式会社

（在外子会社８社） CKD THAI CORPORATION LTD.

CKD SINGAPORE PTE.LTD.

CKD USA CORPORATION

CKD韓国株式会社

M-CKD PRECISION SDN.BHD.

喜開理(中国)有限公司

喜開理(上海)機器有限公司

台湾喜開理股份有限公司

前連結会計年度において連結子会社でありました福島ホーニング工業株式会社は、平成

24年２月で清算を結了したため、当連結会計年度末より連結の範囲から除外しておりま

す。

　

　 (2) 非連結子会社の名称等

　 CKD SALES THAI CORPORATION LTD.

　 CKD EUROPE B.V.

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも小規模であ

り、全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないので連結の範囲に含めてお

りません。

　

　２．持分法の適用に関する事項

下記の非連結子会社（２社）及び関連会社（１社）に対する投資については、当期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が極めて僅少であり、全体として重要性がないため持分法を

適用せず原価法により評価しております。

(非連結子会社)

非連結子会社 CKD SALES THAI CORPORATION LTD.

CKD EUROPE B.V.

関連会社 株式会社パボット技研
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、在外子会社を除き親会社の決算日と一致しております。また、在

外子会社の決算日はすべて12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、決算日現在の計算書類を採用しておりますが、連結決

算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

　

　４．重要な会計処理基準に関する事項

　 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

　 その他有価証券 ：時価のあるもの

　…期末決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は主として移動平均法により算定）

：時価のないもの

　…移動平均法による原価法

　 ② たな卸資産

　 a.商品及び製品 自動機械製品 ：個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

機器商品及び製品：総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

　 b.仕掛品 　 個別法による原価法（貸借対照表価額

　 は収益性の低下に基づく簿価切下げの

　 方法により算定）

　 c.原材料及び貯蔵品 原材料 ：総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

貯蔵品 ：最終仕入原価法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）
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　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　 建物及び構築物 ３年～50年

　 機械装置及び運搬具 ３年～17年

　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

　 ③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20

年３月31日以前のリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を

適用しております。

　 (3) 重要な引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

　 ② 賞与引当金

　 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

　 ③ 退職給付引当金（前払年金費用）

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしております。

なお、当社においては、当連結会計年度末において、年金資産が退職給付債務（未

認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務債務を除く）を上回ったため、「前払年金

費用」として投資その他の資産の「その他」に表示しております。

　 ④ 製品保証引当金

顧客に納入した製品に対し発生したクレームに係る費用に備えるため、今後発生が

見込まれる補償費等について合理的に見積もられる金額を計上しております。
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　 ⑤ 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係

る損失見込額を計上しております。

　 (4) 収益及び費用の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約につ

いては工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用して

おります。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の

見積りは、原価比例法によっております。

　 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

　なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により、収益及び費用

は、期中平均相場によりそれぞれ円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上しております。

(6) その他

　 ① 在外連結子会社の主要な会計処理基準は次のとおりであります。

たな卸資産の評価方法

　 ａ．商品及び製品 総平均法による低価法

　 ｂ．仕掛品 総平均法による低価法

　 ｃ．原材料及び貯蔵品 総平均法による低価法

　固定資産の減価償却方法

　 有形固定資産 定額法（見積耐用年数）

　 ② 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

(追加情報)

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年

12月４日）を適用しております。
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(連結貸借対照表に関する注記)

　１．資産から直接控除した引当金

損失が見込まれるたな卸資産は、これに対応する受注損失引当金38百万円(うち、商品及

び製品に係る受注損失引当金13百万円、仕掛品に係る受注損失引当金25百万円)を相殺表示

しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 43,898百万円

　３．連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形については、手形満期日に入出金の処理をする方法によってお

ります。従って当連結会計年度末日は、金融機関休業日のため次のとおり連結会計年度末日

満期手形が期末残高に含まれておりません。

　 受取手形 537百万円

　

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

　１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

　 普通株式 　69,429,349株

　２．配当に関する事項

　 (1) 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
（円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成23年５月12日
取 締 役 会

普通株式 507 ８ 平成23年３月31日 平成23年６月６日

平成23年10月31日
取 締 役 会

普通株式 380 ６ 平成23年９月30日 平成23年12月８日

計 － 888 ― ― ―

(注)１．平成23年５月12日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、ＣＫＤ持株会信託口に

対する配当金10百万円を含めております。

２．平成23年10月31日取締役会の決議に基づく配当金の総額には、ＣＫＤ持株会信託口に

対する配当金６百万円を含めております。

　 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議日 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり配当額
（円）

基 準 日 効力発生日

平成24年５月10日
取 締 役 会

普通株式 380 利益剰余金 6 平成24年３月31日 平成24年６月４日
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(金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借

入により資金を調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理業務要領に沿ってリスク低減を

図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ご

とに時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。なお、

デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

　

２．金融商品の時価等に関する事項

平成24年３月31日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

　 連結貸借対照表
計上額 (*)

時価 (*) 差額

　(1) 現金及び預金 6,059 6,059 -
　(2) 受取手形及び売掛金 18,466 18,466 -
　(3) 営業未収入金 3,538 3,538 -
　(4) 投資有価証券
　 その他有価証券 3,596 3,596 -
　(5) 支払手形及び買掛金 (9,335) (9,335) -
　(6) 短期借入金 (2,023) (2,023) -
　(7) 長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む) (2,017) (2,025) 8

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 営業未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は証券会社によ

る時価評価額によっております。

(5) 支払手形及び買掛金、並びに(6) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

(7) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に

想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
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(注2) 非上場株式（連結貸借対照表計上額110百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ

シュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるため、「(4) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

(１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 761円54銭

２．１株当たり当期純利益 58円96銭

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、ＣＫＤ持株会信託口が所有する当社株式の数を

含めて算定しております。

(重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

記載金額は、１株当たり情報に関する注記を除き、百万円未満を切り捨てて表示しておりま

す。

― 31 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年05月21日 17時46分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.40 20120208_01）



貸 借 対 照 表

(平成24年３月31日現在)
(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

営 業 未 収 入 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 輌 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関係会社株式・出資金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

42,928

4,344

4,455

13,704

3,538

2,496

1,778

10,311

226

1,308

507

288

△34

26,223

16,185

6,879

283

4,034

3

551

4,270

56

103

683

240

443

9,354

3,659

5,189

80

25

504

△103

（負 債 の 部）

流 動 負 債 17,386

支 払 手 形 1,386

買 掛 金 3,056

営 業 未 払 金 4,936

短 期 借 入 金 1,231

１年内返済予定の長期借入金 700

リ ー ス 債 務 22

未 払 金 1,434

未 払 費 用 2,092

未 払 消 費 税 等 371

未 払 法 人 税 等 809

前 受 金 584

預 り 金 85

製 品 保 証 引 当 金 368

受 注 損 失 引 当 金 147

設 備 関 係 支 払 手 形 158

固 定 負 債 2,569

長 期 借 入 金 1,317

リ ー ス 債 務 36

長 期 未 払 金 13

繰 延 税 金 負 債 270

資 産 除 去 債 務 131

長 期 預 り 金 798

負 債 合 計 19,955

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 48,697

資 本 金 11,016

資 本 剰 余 金 12,737

資 本 準 備 金 11,797

そ の 他 資 本 剰 余 金 939

利 益 剰 余 金 29,654

利 益 準 備 金 1,286

そ の 他 利 益 剰 余 金 28,367

別 途 積 立 金 22,500

繰 越 利 益 剰 余 金 5,867

自 己 株 式 △4,710

評 価 ・ 換 算 差 額 等 498

その他有価証券評価差額金 498

純 資 産 合 計 49,195

資 産 合 計 69,151 負 債 ・ 純 資 産 合 計 69,151

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 68,184

売 上 原 価 51,288

売 上 総 利 益 16,895

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,664

営 業 利 益 5,231

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 129

そ の 他 294 424

営 業 外 費 用

支 払 利 息 49

売 上 割 引 97

そ の 他 55 201

経 常 利 益 5,454

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2 2

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 2

固 定 資 産 除 却 損 35

そ の 他 2 39

税 引 前 当 期 純 利 益 5,417

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,207

法 人 税 等 調 整 額 49 2,257

当 期 純 利 益 3,160

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株主資本
合 計資 本

準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益
剰 余 金

利 益
剰余金
合 計

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 11,016 11,797 939 12,737 1,286 20,000 6,095 27,382 △5,040 46,095

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △888 △888 △888

当 期 純 利 益 3,160 3,160 3,160

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 329 329

別途積立金の積立 2,500 △2,500 - -

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

-

当期変動額合計 - - - - - 2,500 △227 2,272 329 2,601

当 期 末 残 高 11,016 11,797 939 12,737 1,286 22,500 5,867 29,654 △4,710 48,697

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 579 579 46,674

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △888

当 期 純 利 益 3,160

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 329

別途積立金の積立 -

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△80 △80 △80

当期変動額合計 △80 △80 2,521

当 期 末 残 高 498 498 49,195

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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注記事項

（重要な会計方針）

　１．資産の評価基準及び評価方法

　 (1) 有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法

② その他有価証券 ：時価のあるもの

　…期末決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は主として移動平均法により算定）

：時価のないもの

　…移動平均法による原価法

　 (2) たな卸資産

① 商品及び製品 自動機械製品 ：個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

機器商品及び製品：総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

② 仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額

　 は収益性の低下に基づく簿価切下げの

　 方法により算定）

③ 原材料及び貯蔵品 原材料 ：総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

貯蔵品 ：最終仕入原価法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）
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　２．重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　 建物 …３年から50年

　 機械及び装置 …３年から17年

　 (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。

　 (3) リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３

月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。

　３．引当金の計上基準

　 (1) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計

算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

　 (2) 退職給付引当金（前払年金費用）

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）に

よる定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理する

こととしております。

なお、当事業年度末において、年金資産が退職給付債務見込額（未認識数理計算上の差

異及び未認識過去勤務債務を除く）を上回ったため、「前払年金費用」として、投資その

他の資産の「その他」に表示しております。

　 (3) 製品保証引当金

　顧客に納入した製品に対し発生したクレームに係る費用に備えるため、今後発生が見込

まれる補償費等について、合理的に見積もられる金額を計上しております。
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　 (4) 受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見

込額を計上しております。

　４．収益及び費用の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事

進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しております。なお、

工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっ

ております。

　５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

　６．消費税等の処理方法

　税抜方式によっております。

（追加情報)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号

平成21年12月４日）を適用しております。
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（貸借対照表の注記)

　１．関係会社に対する短期金銭債権 2,780百万円

　２．関係会社に対する短期金銭債務 5,145百万円

　３．有形固定資産の減価償却累計額 41,554百万円

　４．偶発債務

　他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、債務保証又は保証予約を行っております。

　 CKD THAI CORPORATION LTD. 360百万円

CKD 韓国㈱ 194百万円

　 M-CKD PRECISION SDN.BHD. 112百万円

CKD SINGAPORE PTE.LTD. 104百万円

台湾喜開理股份有限公司 156百万円

　 計 929百万円

５．資産から直接控除した引当金

損失が見込まれるたな卸資産は、これに対応する受注損失引当金38百万円（うち、商品及

び製品に係る受注損失引当金13百万円、仕掛品に係る受注損失引当金25百万円）を相殺表示

しております。

６．期末日満期手形

期末日満期手形については、手形満期日に入出金の処理をする方法によっております。従

って当事業年度末日は、金融機関休業日のため次のとおり期末日満期手形が期末残高に含ま

れておりません。

　 受取手形 537百万円

（損益計算書の注記）

　 関係会社との取引高

　 売上高 7,312百万円

　 仕入高 3,017百万円

　 販売費及び一般管理費 116百万円

　 営業取引以外の取引高 132百万円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度における自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首

株式数
（千株）

当事業年度

増加株式数
（千株）

当事業年度

減少株式数
（千株）

当事業年度末

株式数
（千株）

普通株式
（注）１

5,975 0 ― 5,975

普通株式（信託口所有分）
（注）２

1,257 ― 424 832

合 計 7,232 0 424 6,808

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であ

ります。

２．普通株式（信託口所有分）の自己株式の株式数の減少424千株は、信託口から従業員

持株会への売却による減少であります。
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（税効果会計に関する注記）

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 繰延税金資産

　 退職給付信託設定額 698百万円

　 未払賞与 556百万円

　 たな卸資産 353百万円

　 製品保証引当金 139百万円

　 投資有価証券 130百万円

　 その他 531百万円

　 繰延税金資産 小計 2,410百万円

　 評価性引当額 △768百万円

　 繰延税金資産 合計 1,641百万円

　 繰延税金負債

　 退職給付信託設定益 △287百万円

　 その他有価証券評価差額金 △249百万円

　 その他 △66百万円

　 繰延税金負債 合計 △603百万円

　 繰延税金資産 純額 1,037百万円

（リースにより使用する固定資産に関する注記）

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機一式その他については、所有権移転外フ

ァイナンス・リース契約により使用しております。
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（関連当事者との取引に関する注記）

　子会社及び関連会社等 （単位：百万円)

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有）割合

関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
シ ー ケ ー デ ィ

グローバルサービス㈱
直接100.0

％

業務の委託
役員の兼任

ファクタリング業務(注１) 25,479 営業未払金 4,936

子会社 喜開理(上海)機器有限公司 直接100.0
％

製品の販売
役員の兼任

機器製品の販売(注２) 2,123 売 掛 金 786

　取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 営業未払金については、当社、当社の仕入先及びシーケーディグローバルサービス㈱
の三者間で基本契約を締結し、ファクタリング方式による決済を行っております。

(注２) 喜開理（上海）機器有限公司との取引価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して
当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

　１．１株当たり純資産額 775円30銭

　２．１株当たり当期純利益 49円81銭

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、ＣＫＤ持株会信託口が所有する当社株式の数を

含めて算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。

　記載金額は、１株当たり情報に関する注記を除き、百万円未満を切り捨てて表示しておりま

す。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成24年５月８日

シーケーディ株式会社

　取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 川 薫 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 橋 寿 佳 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 服 部 一 利 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、シーケーディ株式会社の平成23年４月１日から平成24
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作
成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、シーケーディ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成24年５月８日

シーケーディ株式会社

　取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 川 薫 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 橋 寿 佳 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 服 部 一 利 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、シーケーディ株式会社の平成23年４月１日から
平成24年３月31日までの第92期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその
附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めて
いる。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明
するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第92期事業年度における取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報

告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、取締役、内部監査室及びマネージメントシステム部内部統制担当その他の使用人

等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その

他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい

て業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適

正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める

体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期

的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各

取組みについては、取締役会その他における審議の状況を踏まえ、その内容について検討

を加えました。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、

必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に

係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必

要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借

対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類

（連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）について検討いたし

ました。
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２．監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方

に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載さ

れている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったもの

であり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではないと認めます。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

　(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

平成24年５月10日

シーケーディ株式会社 監査役会

常勤監査役 坪 井 和 巳 ㊞
社外監査役 奥 村 敉 軌 ㊞
社外監査役 芝 吹 勝 行 ㊞
社外監査役 林 公 一 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

現在、通称社名として使用している「ＣＫＤ株式会社」に社名を統一するため、商号を

「シーケーディ株式会社」から「ＣＫＤ株式会社」に変更するものであります。また、現

在使用していない独文商号「ＣＫＤ Aktiengesellschaft」につきましては、今後も使用

する予定がないため廃止するものであります。

なお、商号の変更は、平成24年７月１日をもって効力を生ずるものといたします。

　２．変更の内容

　 変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款 変 更 案

第１章 総 則
(商 号)
第１条 当会社は、シーケーディ株式会社と

称する。
また、英文では ＣＫＤ Corporation
独文では、ＣＫＤ Aktiengesellschaft
と表示する。

第１章 総 則
(商 号)
第１条 当会社は、ＣＫＤ株式会社と称する。

また、英文では ＣＫＤ Corporation
と表示する。

＜新 設＞

(附 則)
第１条（商号）の変更は、平成24年７月１日
をもって効力を生ずるものとし、同日付をも
って本附則を削除する。

― 46 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年05月21日 17時46分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.40 20120208_01）



第２号議案　取締役７名選任の件

　本総会終結の時をもって取締役全員（７名）は任期満了となります。

　つきましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

１
梶
かじ

　 本
もと

　 一
かず

　 典
のり

(昭和31年11月22日生)

昭和55年４月 当社入社

41,132株

平成13年５月 ＣＫＤ大阪販売株式会社 取締
役社長

平成16年６月 当社取締役執行役員 営業本部
長

平成17年６月 当社取締役常務執行役員 営業
本部長

平成20年６月 当社代表取締役社長 現在に
至る

２
塚
つか

　 原
はら

　 正
まさ

　 彦
ひこ

(昭和29年９月12日生)

昭和53年４月 当社入社

27,900株

平成19年10月 当社執行役員 人事部長

平成20年６月 当社取締役執行役員 人事部長

平成22年６月 当社取締役常務執行役員 管
理担当 兼海外事業本部長

平成23年６月 当社代表取締役常務執行役員
管理担当 兼海外事業本部長

平成23年７月 当社代表取締役常務執行役員
管理担当 現在に至る

３
徳
とく

　 田
だ

　 重
しげ

　 友
とも

(昭和32年９月28日生)

昭和55年４月 株式会社三井銀行（現 株式
会社三井住友銀行）入行

33,300株

平成20年６月 当社取締役執行役員 海外子
会社管理担当 兼経理部長
兼内部統制推進室長

平成22年６月 当社取締役執行役員 海外子
会社管理担当 兼財務部長
兼内部監査室長 兼安全保障
輸出管理室長 現在に至る

― 47 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2012年05月21日 17時46分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.40 20120208_01）



候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

４
野
の

　 澤
ざわ

　 好
よし

　 令
のり

(昭和30年７月31日生)

昭和49年４月 当社入社

15,900株

平成20年５月 当社生産本部 犬山事業所長

平成21年４月 喜開理（中国）有限公司 董事
兼総経理

平成21年６月 当社執行役員 喜開理（中国）
有限公司 董事兼総経理

平成23年４月 当社執行役員 生産本部副本
部長

平成23年６月 当社取締役執行役員 品質・
環境担当 兼生産本部長

平成23年12月 当社取締役執行役員 品質・
環境・安全担当 兼生産本部
長 現在に至る

５

※

内
うち

　 永
なが

　 恭
きょう

　 一
いち

(昭和34年10月19日生)

昭和60年５月 当社入社

3,383株

平成15年１月 当社営業本部 九州営業部長

平成17年12月 当社営業本部 市場開発統括部
長

平成19年12月 当社営業本部 営業戦略統括部
長

平成20年４月 当社営業本部副本部長 兼営業
戦略統括部長

平成22年３月 当社営業本部副本部長 兼大阪
支店長

平成23年６月 当社執行役員 営業本部副本部
長 兼大阪支店長

平成24年５月 当社執行役員 営業本部副本部
長 現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

６
髙
たか

　 畑
はた

　 千
ち

　 秋
あき

(昭和19年６月19日生)

昭和43年４月 丸紅飯田株式会社入社

1,000株

昭和49年４月 丸紅ベルギー不動産 代表取
締役

昭和61年４月 日産ベルギー 代表取締役社長

平成８年４月 丸紅英国会社 社長

平成９年４月 丸紅ドイツ会社 社長

平成９年６月 丸紅株式会社 取締役

平成15年６月 丸紅建材リース株式会社 代
表取締役社長
丸紅株式会社 理事 現在に
至る

平成20年６月 丸紅建材リース株式会社 理
事 現在に至る

平成22年６月 当社取締役 現在に至る

７

※

加
か

　 川
がわ

　 純
じゅん

　 一
いち

(昭和25年９月19日生)

昭和52年４月 日本特殊陶業株式会社入社

0株

平成12年２月 同社 自動車関連事業本部 技
術開発本部 プラグ技術部長

平成15年６月 同社 取締役

平成19年６月 同社 常務取締役

平成21年６月 同社 専務取締役

平成23年６月 同社 顧問・技監 現在に至る

(注) １．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．髙畑千秋及び加川純一の両氏は、社外取締役候補者であります。

３．※印は新任取締役役候補者であります。

４．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

　 (1) 社外取締役候補者の選任理由について

① 髙畑千秋氏につきましては、同氏が有する経営者並びに海外での豊富な経験を当社の経営に活かし
ていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

② 加川純一氏につきましては、同氏が有する経営者としての豊富な経験を当社の経営に活かしていた
だくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

　 (2) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数

髙畑千秋氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
　 (3) 社外取締役との責任限定契約について

当社は、髙畑千秋氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第425条第１項に定め
る最低限度とする旨の契約を締結しております。本議案において同氏の再選をご承認いただいた場合、
当社は同氏との間の上記契約を継続する予定であります。また、本議案において加川純一氏の選任を
ご承認いただいた場合、同氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定であります。

５．髙畑千秋及び加川純一の両氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
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第３号議案　監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって監査役奥村敉軌氏は任期満了となりますので、監査役１名の選任をお

願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

※

南
なん

　 谷
や

　 直
なお

　 毅
たか

(昭和40年３月11日生)

平成５年４月 弁護士登録 現在に至る

0株

平成11年９月 南谷法律事務所開設

平成18年６月 当社補欠監査役 現在に至る

平成19年６月 株式会社中部新都市サービス 社外監
査役 現在に至る

平成23年５月 ユニー株式会社 社外監査役 現在に
至る

(注) １．南谷直毅氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．南谷直毅氏は、社外監査役候補者であります。

３．※印は新任監査役候補者であります。

４．社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

　 (1) 社外監査役候補者の選任理由について

南谷直毅氏につきましては、同氏が有する弁護士としての豊富な経験と専門的知見を当社の監査に反
映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

　 (2) 社外監査役との責任限定契約について

当社は、本議案において南谷直毅氏の選任をご承認をいただいた場合、会社法第423条第１項の賠償責
任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結する予定であり
ます。

５．南谷直毅氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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株主総会会場ご案内図

〔交通〕

・名鉄小牧線 ： 小牧口駅下車、東へ徒歩約900ｍ左側

・名鉄犬山線 ： 岩倉駅下車、東口から小牧行名鉄バスに乗りかえ桜井下車、

東へ徒歩約1,000ｍ左側

・ＪＲ中央本線 ： 春日井駅下車、駅前から小牧行名鉄バスに乗りかえＣＫＤ前下車

・高 速 道 路 ： 東名・名神高速道路小牧インターチェンジで降り、南へ約2,700ｍ、

花塚橋南交差点を左折、そこから約2,800ｍ左側
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